
 

令和８年２月八幡平市教育委員会臨時会 

日 時  令和８年２月６日（金） 

                           午後３時 00 分から 

場 所   八幡平市役所１階大ホール 

 

 

次  第 

 

１ 開 会 

 

２ 教育長あいさつ 

 

３ 付議する事件 

(1)議案第１号  八幡平市立学校の設置及び廃止に関し議決を求めることについて 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 

 

  



 

会議名  令和８年２月八幡平市教育委員会臨時会 

 

日 時  令和８年２月６日（金） 

午後３時 00 分から    時  分まで 

 

場 所  八幡平市役所１階大ホール 

 

出席者  教育長  星 俊也 

委 員  羽沢 憲英 

   委 員  松田 育恵 

委 員  小野 永喜 

委 員  田村 沙和子 

 

 

説明員  教育次長兼学校給食センター所長兼図書館長  工藤 輝樹 

教育総務課長  坂本 譲 

     教育指導課長兼教育研究所長  田代 英樹 

 

 

事務局  教育総務課長補佐兼学校給食センター副所長兼図書館副館長  羽澤 りち子 

 

傍聴人    人 

 

 



  

議案第１号 

 

八幡平市立学校の設置及び廃止に関し議決を求めることについて 

 

次のとおり八幡平市立学校を設置及び廃止することについて、委員会の議決を求める。 

 

 

１ 廃止する学校の名称及び位置 

名称 位置 

八幡平市立松野小学校 八幡平市野駄第11地割157番地 

八幡平市立寄木小学校 八幡平市松尾寄木第27地割103番地 

八幡平市立柏台小学校 八幡平市柏台２丁目７番10号 

 

２ 廃止の期日  令和９年３月31日 

 

３ 設置する学校の名称及び位置 

名称 位置 

八幡平市立松尾小学校 八幡平市野駄第11地割157番地 

 

４ 設置の期日  令和９年４月１日 

 

 

 

 

  令和８年２月６日提出 

 

 

八幡平市教育委員会教育長 星 俊也   

 

 

 

提案理由 

八幡平市立松野小学校、寄木小学校及び柏台小学校を統合し、令和９年４月１日に松尾小

学校を新設しようとするものである。これが、この議案を提出する理由である。 

 

 



 

 

議案第●号 

 

八幡平市学校設置条例の一部を改正する条例 

 

八幡平市学校設置条例（平成17年八幡平市条例第175号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条の表中 

「 

松野小学校 八幡平市野駄第11地割157番地 

寄木小学校 八幡平市松尾寄木第27地割103番地 

柏台小学校 八幡平市柏台２丁目７番10号 

」を 

「 

松尾小学校 八幡平市野駄第11地割157番地 

」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

 

 

令和８年●月●日提出 

 

八幡平市長 佐々木 孝 弘   

 

 

提案理由 

八幡平市立松野小学校、寄木小学校及び柏台小学校を統合し、令和９年４月１日に松尾小

学校を新設しようとするものである。これが、この議案を提出する理由である。 

 

議案第１号資料 
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八幡平市学校設置条例の一部を改正する条例新旧対照表 

資料 

現    行 改  正  後 

（略） （略） 

（小学校の名称及び位置） （小学校の名称及び位置） 

第２条 市立の小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 市立の小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 位置   名称 位置  

 （略） （略）   （略） （略）  

 松野小学校 八幡平市野駄第11地割157番地   松尾小学校 八幡平市野駄第11地割157番地  

 寄木小学校 八幡平市松尾寄木第27地割103番地      

 柏台小学校 八幡平市柏台２丁目７番10号      

 （略） （略）   （略） （略）  

（略） （略） 
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